
4 - 5 従業員と直接あるいは従業員の代表と誠実に対話,協議する.

%1基本的心構え.姿勢%j

くり労働関係法令の遵守と建設的な協議ー交渉の実践
従業員が自由に自分達の代表を選ぶ権利をはじめ,労働関係諸法令を遵守
するとともに-労働条件などに関し1労使双方が互いに知恵を出し合い,双
方にとってよりよい結論を導き出すために,積極かつ建設的に協議を行うよ
うに努めるo

く2 1労便交渉等に対する誠実対応の実践
従業員との対話.労便協議や団体交捗においては1常に誠実を旨とするo
問題が生じた場合には,その平和的解決に向け1十分な協議を行い1健全な
労使関係を築くように努める.

く3 1従業員ー従業員の代表との情報の共有化の推進と信頼感の穣成
団体交渉だ桝こ限らず- 労便で協議.対話の機会を持つという姿勢を保

ち,企業の状況ー経営環境,経営課題などについて-適切な情報を従業員に
提供し,労使が共通の認識に立ったうえで-実態に即した本質的な協議を行
って効率的な企業運営に向けた合意形成を図り,信頼感の醸成に資するよう
に努めるo

4eI具体的アクシヨンプランの例診

くり法令上の手続の点検と労便研究会の設置
労使協定等に関し,手続きが適正に行われているか点検する.また-各企

業の労働実態に適合する労働条件などに関する研究会を労使で設置するo
O就業規則作成こ変更の際の意見聴取, 36協定の締結ー企画業務型裁量労
働制の労使委員会の設置,派遣労働受け入れの際の意見聴取等適正手続
きに関する点検の実施
令労使による時短推進委員会ー労働条件検討委員会などの設置

く21わかりやすい説明と協議の実行
交渉に際しては1健全な労使関係を築くために,明確な資料を用いて,

具体的事実に基づく説明を行う.そのうえでl労便での合意を目指し,誠
実かつ十分な協議を行うo

く3 1情報の共有化の推進と信頼感の醸成
信頼感を億成し,諸課題に従業員と二体となって迅遠に対応できるよう
に1従業貞が知っておくベき会社情稚が速やかに従業員に届く体制を整備
するo L

O社内報やイントラネットの有効活用
魯必要に応じての企業グル-プ全体に関する現状説明の実施
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